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（１）経営戦略改訂の趣旨 

 
下水道事業は住民生活に不可欠なサービスを提供する重要な役割を果たしており、将来にわ

たり中長期的視点に基づいた計画的な経営を推進し、持続的・安定的に事業を継続していく必

要があります。 

そのための指針として平成 29 年 3 月に「白浜町公共下水道事業経営戦略」を策定し、経営 

基盤強化と財政マネジメントの向上に取り組んでまいりました。 

しかしながら、社会情勢の変化や人口減少などにより、経営環境は増々厳しくなってきてい 

ます。 

また、今後は老朽化した浄化センターの設備の更新や、管路の耐震化などにも多額の費用が

必要になってきます。 

こうした状況を鑑み、経営環境の変化に適切に対応し、更なる経営基盤の強化を図ることを

目的に、経営戦略を見直し改訂を行うこととしました。 

改訂後の経営戦略の期間は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。 
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（２）事業概要 

 
Ⅰ 事業の現況 

当町の公共下水道事業は、公共用水域の水質保全と住民の生活環境の向上を目的に、昭和

６１年に白良浜及びその周辺地域を下水道全体計画区域として事業に着手し、平成６年には

一部地域で供用を開始し、以降、整備区域を拡大してきました。 

令和６年度末現在では、全体計画区域１７６．６ｈａのうち整備済１７４．５ｈａ（整備

率９８．８％）、整備人口３，３０５人、普及率１６．９％となっています。 

 

 
 

 供用開始区域図（令和６年３月３１日現在） 
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①施設 

供 用 開 始 年 度 

（供 用 開 始 後 年 数） 

平成 6 年度 

（31 年経過） 

法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 部 分 
一部適用 
（令和 5 年 4 月 1 日） 

処理区域内人口密度 18.９人/ha 
流 域 下 水 道 等 へ の 

接 続 有 無 無 

処 理 区 数 1（白浜処理区） 

処 理 場 数 1（白浜浄化センター） 

広域化・共同化・最適化 

実施状況＊１ 広域化：無 ・ 共同化：無 ・ 最適化：無 

*1「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

   「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、

広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・

執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

  「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に

応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。 

 

 

②使用料 

一般家庭使用料体系の

概要・考え方 

10 ㎥基本水量制基本使用料+5 段階累進従量制使用料 
平成２３年４月１日改定 

 

白浜町下水道使用料 料金体系表           （税抜き） 

基本料金（1 ヶ月） 超過水量 超過料金 

（1 ㎥につき） 基本水量 金額 

10 ㎥ 1,200 円 11 ㎥～50 ㎥ 130 円 

51 ㎥～100 ㎥ 140 円 

101 ㎥～300 ㎥ 150 円 

301 ㎥～1,000 ㎥ 165 円 

1,001 ㎥～ 180 円 

資産維持費の算定：無 

業務用使用料体系の 

概要・考え方 

一般家庭使用料体系に同じ 

資産維持費の算定：無 

その他の使用料体系の

概要・考え方 

— 

条例上の使用料*2 

（20 ㎥あたり） 

令和 4 年度 2,750 円 

令和 5 年度 2,750 円 

令和 6 年度 2,750 円 

実質的な使用料*3 

(20 ㎥あたり) 

令和 4 年度 3,494 円 

令和 5 年度 3,451 円 

令和 6 年度 3,461 円 

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における 20 ㎥あたりの使用料をいう。（税込） 

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用 

を含む）をいう。（税込） 
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③組織 

職 員 数 上下水道課１６名 （うち下水道室４名） 

事業運営組織  

 
 

当町の下水道部署は、平成１６年度に上水道事業との組織の統合を行いま

した。平成２５年度に新たに下水道室を設置し、令和７年４月１日現在、

損益勘定所属職員４名体制となっています。 

 

 

Ⅱ 民間活力の活用等 

民間活用の状況 ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

処理場維持管理業務、マンホール型ポンプ保守点

検業務、汚泥運搬業務、汚泥堆肥化業務 

イ 指定管理者制度 － 

ウ PPP/PFI 検討中 

資産活用の状況 ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等）

＊4 

－ 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等）

＊5 

－ 

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源（資産を含む）を用いた収入増

につながる取組みを指す。 

*5 「土地・施設利用など地用」とは、土地・建物など、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる

取組を指す（単純な売却は除く）。 
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Ⅲ 経営比較分析表等を活用した現状分析  

・経営比較分析表：Ｐ８参照 

経営比較分析表は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、経年比較や類似団体との

比較分析から、経営の現状及び課題を把握することを目的に作成し公表しています。 

  ※令和５年度より法適用となったため、法非適用であった令和４年以前は反映されていま 

  せん。 

・経営比較分析表に係る経営指標の説明 

  

‘１）経営の健全性・効率性 
指標 説明 

① 経常収支比率（％） 料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用を

どの程度賄えているかを表す指標、100％以上であることが望ましい。 

【算出】経常収益÷経常費用×100 

③ 流動比率（％） 流動資産（短期的に現金化が予定される資産）の流動負債（短期的に支払を要する

負債）のバランスを示す指標。 

【算出】流動資産÷流動負債×100 

④ 企業債残高対事業

規模比率（％） 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。 

明確な数値基準はありませんが、年度ごとの推移や類似団体比較などにより、現状

を把握分析する必要があります。 

【算出】企業債現在高合計（一般会計負担分を除く）÷営業収益×100 

⑤ 経費回収率（％） 使用料で回収すべき経費（汚水処理費）をどの程度賄えているかを表す指標。 

下水道使用料で回収すべき経費をすべて下水道使用料で賄えている状況を表す

100％以上であることが望ましい。 

【算出】下水道使用料÷汚水処理費用（公費負担分を除く）×100 

⑥ 汚水処理原価（円） 有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理費に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管

理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標。 

明確な数値基準はありませんが、年度ごとの推移や類似団体比較などにより、現状

を把握分析する必要があります。 

【算出】汚水処理費用（公費負担分を除く）÷年間有収水量×100 

⑦ 施設利用率（％） 施設・設備は一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であ

り、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。 

明確な数値基準はありませんが、年度ごとの推移や類似団体比較などにより、現状

を把握分析する必要があります。 

【算出】晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100 

⑧ 水洗化率（％） 

（つなぎ込み率） 

 

下水道の処理区域内で実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合

を表した指標。 

公共用水域の水質保全や、下水道使用料収入の増加などの観点から、100％であ

ることが望ましいとされています。 

【算出】現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口×100 

 

 

２）老朽化の状況 
指標 説明 

① 有形固定資産減価

償却率（％） 

資産の老朽化度合いを示す指標。 

【算出】有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿

原価×100 

③ 管渠改善率（％） 1 年間に更新した管渠延長の割合を表した指標。 

【算出】改善（更新・改良・維持）管渠延長÷下水道布設延長×100 
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１） 経営の健全性・効率性 

① 経常収支比率 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 目指すべき方向性 

１０９．６８％ １０５．９１％ １０７．０４％  

令和５年度の当町の経営収支比率は全国及び類似団体（Cd2 区分）と比べ平均を上回っ

てはいますが、収支を保つために必要な金額を、一般会計からの繰入金に頼っているのが実

情であり、更なる使用料増収やコスト削減に努める必要があります。 

‘  

③ 流動比率 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 目指すべき方向性 

４４．９３％ ７８．４３％ ５７．４２％  

流動比率は、全国及び類似団体と比べ平均を大きく下回っています。 

改善のためには、使用料増収やコスト削減などにより収益性を高める必要があります。 

‘  

④ 企業債残高対事業規模比率 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 目指すべき方向性 

９０３．２３％ ６３０．８２％ １，１７４．６１％  

  企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均を下回っていますが、全国平均は上回ってい 

ます。 

  今後も老朽化対策や管路の耐震化等の事業を予定しているため、使用料の増収、コスト削 

減などによる経営改善の必要があります。 

‘  

⑤ 経費回収率 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 目指すべき方向性 

１００．００％ ９７．８１％ ７５．４１％  

  令和５年度の経費回収率は１００％で、全国及び類似団体と比べ平均を上回っています。 

  令和７年度からは汚泥の堆肥化を開始したため汚水処理費が増加し経費回収率は下がる 

予測です。 

しかし、近年のインバウンドの増加や、今後大口利用者の新規つなぎ込みにより使用料の

増収が予測され、更なるコスト節減と合わせることで経費回収率の向上が見込めます。 

 ‘ 

⑥ 汚水処理原価 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 目指すべき方向性 

１５６．８８円 １３８．７５円 ２２３．４８円  

  汚水処理原価は、類似団体平均は下回っていますが、全国平均を上回っています。 

  有収率は８９．１１％となっているため不明水（使用料の対象にならない汚水管に侵入す 

る雨水や地下水など）対策、また汚水処理に要する費用（人件費・薬品費・動力費など）の 

節減に取り組む必要があります。 

‘  

⑦ 施設利用率 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 目指すべき方向性 

３５．３４％ ５８．９４％ ４８．０３％  

  施設利用率は、全国及び類似団体と比べ平均を下回っており、まだ余力がある状況です。 

水洗化率を向上し施設の有効利用を進め、また余剰な施設は削減よることにより経費削減

に努めます。 
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⑨ ⑧ 水洗化率（つなぎ込み率） 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 目指すべき方向性 

７１．７０％ ９５．９１％ ８０．９５％  

  水洗化率(つなぎ込み率は、全国及び類似団体と比べ平均を下回っています。 

  現在も啓発活動など行っていますが、人口減少などにより横ばい状態が続いています。 

  大口利用者のつなぎ込みは、使用料の増収に大きく繋がるため、つなぎ込みをされていな 

い施設に対し、特に注力して啓発活動に取り組む必要があります。 

 

 

２） 老朽化の状況 

① 有形固定資産減価償却率 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 

３．６１％ ４１．０９％ ２３．３７％ 

法適化した令和５年度からの減価償却率になるため全国及び類似団体と比べ平均を大き

く下回っています。 

しかし、平成 6 年度の供用開始から 30 余年が経過しており、設備類は耐用年数（7～20

年）を超過し、更新がされていないものが多く、また、施設も耐用年数の 50 年の過半を超

過していることから、実際の数値は６０％以上になります。 

そのため、設備の更新や施設の老朽化対策が喫緊の課題となっています。 

   

‘ ③ 管渠改善率 

白浜町（R5） 全国平均（R5） 類似団体平均（R5） 

０．００％ ０．１０％ ０．２２％ 

管渠改善率は耐用年数を超過している管渠が対象となりますが、当町の管渠は最も古いも

のでも埋設後３０余年で、耐用年数の５０年にはまだ到達していないことから改善率は０％

となっています。 

また、平成２５年度より順次、自走式 TV カメラによる管渠内調査を実施しており、不良

箇所があった場合はその都度改善を行っていますが、現在まで大きな改善が必要になった管

渠はありません。 

しかし、耐震性が不足している管渠もあると予測されることから、今後、耐震化や老朽化

の対策費用を確保していくことは必要です。 

 また、管路情報や改善履歴などを共有することにより、業務の簡素化や災害時の迅速な復 

旧などに活用するため、令和７年度には下水道台帳の DX（デジタルトランスフォーメイシ 

ョン）化を行っています。 
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（３）将来の事業環境 

 

Ⅰ 処理区域内人口の予測  

国立社会保障・人口問題研究所より示されている将来人口（令和５年推計値）によると、

当町の人口は２５年後の令和３２年（２０５０）には現在の７割近くまで減少することが予

測されています。 

これに伴い、下水道処理区域内の人口も減少すると予測されます。 

 

〇行政区域及び処理区域内人口の推計値（令和 5 年推計）           （単位：人） 

 
                          ※処理区域内の数値は当町による推計 

 

Ⅱ 有收水量の予測 

 処理区域内の人口は減少していますが、コロナ禍の収束や政府が掲げる「観光立国推進基

本計画」などによるインバウンドの増加などに伴い、近年の有収水量も増加傾向にあります。 

今後も、ホテル等の大口利用者の新規接続が見込まれることから、この傾向は暫く続くと

予測されます。 
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Ⅲ 使用料収入の見通し 

有収水量のうち、累進従量制による使用料単価の高い部分の増加が多く、使用料収入は有

収水量の伸び率を上回って増収しており、この傾向は暫く続くと予測されます。 

 また、令和７年度より脱水汚泥の堆肥化を始めたことなどから、汚水処理費が増加し、経 

費回収率は一時的に低下しますが、使用料の増収により回復すると予測しています。 

  

 
※下水道使用料は経営健全化のため適正化について検証し、必要に応じ料金改定を行う場合があります。 

 

Ⅳ 施設の見通し 

 白浜町の公共下水道は平成６年に一部供用を開始し、令和６年度末現在の管渠整備率は９

８．８％となっています。 

 

〇経過年数と法定耐用年数 

 経過年数（Ｒ6 年度末） 法定耐用年数 

処理場 ３１年 ５０年 

管 路（管渠・マンホールなど） ～３５年 ５０年 

設 備（処理設備） ～３１年 ７～２５年 

・処理場 ：令和６年度末で津波・地震対策は一部分を除き完了しています。 

     （設備の移設を伴うため未対策の部分があり、設備更新時に合わせ施工します。） 

・管 路 ：耐用年数までの期間はありますが、耐震性が不足している管渠もあると予想

され、今後の調査結果によっては改修が必要になります。 

・設 備 ：処理設備は過去に一部更新を行っていますが、未更新で耐用年数を超過して

いるものが多く、修理や更新が必要な状況です。 

       現在、計画的・経済的かつ平準的に更新が行えるよう「ストックマネジメン

ト計画」を策定しており、計画に基づき順次、更新を実施する予定としていま

す。 

 

Ⅴ 組織の見通し 

  現在、下水道職員は４名体制となっています。今後も処理場の老朽化対策や管路の耐震

化等を予定していることから、人員の確保や人事異動の際の引継ぎ等がスムーズに行える

よう業務の見える化や情報の共有に努めます。 

  また、下水道管路台帳のＤＸ（デジタルトランスフォーメイション）化などによる職員

の業務負荷の減少にも努めます。 
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（４）経営の基本方針 

 

下水道は快適で衛生的な生活環境を維持し、公共用水域の水質保全を行う重要な役割を担

っていることから、将来にわたって持続可能な下水道事業の実現に向け、効率的・経済的な

事業運営に努めます。 

 
① 公共下水道の整備促進 

令和６年度末の整備率は９８．８％であり、令和８年度末の概成を目標に整備を進めま

す。 

 

② 水洗化の促進 

現在のつなぎ込み率は７割程度であり、更なる率向上のため啓発活動に注力します。 

 

③ 下水道施設の老朽化対策 

浄化センターは築後３０余年が経過し、特に、設備関係の老朽化が著しく、ストックマ 

  ネジメント計画を策定し対策を進めます。 

 

④ 下水道財政の健全化 

令和５年度から会計方式を複式簿記会計に移行しており、今後、よりきめ細やかな経営 

分析を基に財政経営基盤の強化を図ります。 

 

⑤ 共同化の実施 

効率的で経済的な事業運営のため、引続き「和歌山県汚水処理事業等効率化検討会」な 

どに参加することで、維持管理や災害時執行体制の共同化について近隣市町との検討を続

けます。 
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（５）投資・財政計画（収支計画） 
 

Ⅰ 投資・財政計画（収支計画） 

投資・財政計画（収支計画）別紙のとおり（P18～） 
 

 

Ⅱ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 

‘①収支計画のうち投資についての説明 

目標 
目 標 ・管渠整備の概成（令和 8 年度） 

・処理場の老朽化対策 

・管路の耐震化 

 

投資の内容等 
投資の目標に関する事項 処理場の地震津波対策（１部を除く）は令和６年度で完了し、管渠整備につ

いても令和８年度末で概成の予定としています。 

今後は将来にわたり処理場の運営が安定して行えるよう施設や管路の維持

管理に努めます。 

管渠、処理場等の建設・更

新に関する事項 

処理場 

現在策定中のストックマネジメント計画に基づき、老朽化した設備の更新

を実施します。 

事業には多額の費用と期間を要しますが平準的・効率的に行えるよう努め

ます。 

管 路 

令和６年度末の当町の管渠布設延長は３４，８６０ｍとなっています。下水

道管の耐用年数とされる５０年にはまだ達してはいませんが、耐震性が不

足する管路もあると予想されることから、順次調査・改修を行う必要があり

ます。 

〇計画期間中の投資概算額                  

（単位：百万円） 

項目 計画期間の投資額 

（Ｒ8～Ｒ12） （Ｒ13～Ｒ17） 

管 渠 新規布設 4 0 

処理場 老朽化対策 980 １，090 

管 路 耐震化 0 5 

合計 984 １，0９5 
 

広域化、共同化、最適化

に関する事項 

 

広域化、最適化については、地理的条件等により実施は困難と考えます。 

共同化については、効率的で経済的な事業運営のため、引続き「和歌山県汚

水処理 事業等効率化検討会」などに参加し、維持管理や災害時執行体制の

共同化について近隣市町と検討を続けます。 

投資の平準化に関 

する事項 

ストックマネジメント計画などに基づいて、計画的で効率的な投資を平準

的に行います 

民間活力の活用に 

関する事項 

（ＰＰＰ／ＰＦＩなど） 

効率的で経済的な事業運営のため、民間活力の活用について導入事例など

の調査、研究を行っていきます。 

防災、安全対策に 

関する事項 

処理場の地震津波対策は令和６年度に完了しました。今後は管路の耐震化

対策を行う必要があります。 

また、災害時のために「白浜町下水道業務継続計画（下水道ＢＣＰ）に基

づき危機管理体制の強化を図ります。 
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‘②収支計画のうち財源についての説明 

目標 
目 標 つなぎ込み率の向上による使用料収入の増収 

 

    財源の積算の考え方等 
財源の目標に関する事項 

 

主な財源は下水道使用料であり、面整備はほぼ完了しているため供用開始

区域内の、つなぎ込みをされていない方（施設）に対する啓発活動に注力し

使用料の増収に努めます。 

特に、大口利用者のつなぎ込みは使用料の増収に大きく繋がるため、つなぎ

込みをされていない施設に対し、特に注力して啓発活動に取組みます。 

令和７年度で７１．８％であるつなぎ込み率を令和１７年度までに７５．

０％まで引き上げることを目標とします。 

〇水洗化率の推移（目標値） 
年度 令和 7 

年度 

令和９ 

年度 

令和 12 

年度 

令和 15 

年度 

令和１７ 

年度 

つなぎ込み率 71.8％ 72.4％ 73.5％ 74.1％ 75.0％ 

また、使用料の未収金対策を強化し、高い収納率を安定的に維持できるよう

取り組みます。 

使用料収入の見通し、使

用料の見直しに関する事

項 

コロナ禍収束後、インバウンドの増加も伴い使用料収入は順調に回復し、今

後、大口利用者のつなぎ込みも見込まれることから、暫くは増収が続くと予

測されます。 

しかし、観光立町である当町の有収水量は景気や社会情勢の変化に大きく

左右されること、また近年の物価の高騰の影響などから、少なくとも５年ご

とには使用料改定の必要性に関する検証を行い、必要に応じ料金改定を行

う場合があります。 

〇使用料収入の推移 

実績                           （千円） 
年 度 令和２ 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

使用料 113,612 125,165 123,514 126,638 136,658 

予測                           （千円） 
年 度 令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

使用料 140,075 143,576 159,873 162,272 164,706 

年 度 令和 12 

年度 

令和 13 

年度 

令和１４ 

年度 

令和 15 

年度 

令和 16 

年度 

使用料 166,353 168,016 169,024 170,038 170,884 

年 度 令和 17 

年度 

    

使用料 171,060     
 

企業債に関する事項 今後も、処理場の老朽化対策や管路の耐震化事業など、多額な費用を要する

投資が控えており、その財源には国庫補助が約５０％、残額は企業債の借入

を予定しています。 

事業を計画的、経済的に進めることで借入額の削減に努めます。 

繰入金に関する事項 起債償還には一般会計からの繰入金を充てることになりますが、町財政を

圧迫することのないよう、事業を平準的・経済的に行うことで起債借入額を

減らし繰入金の削減に努めます。 

また繰入金が基準額内に納まるよう維持管理費用の削減にも努めます。 
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‘③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 
民間の活力の活用に関す

る事項（包括的民間委託

等の民間委託、指定管理

者制度、ＰＰＰ／ＰＦＩ

など） 

現在、処理場の運転管理業務や汚泥運搬業務、マンホール型ポンプ場管理業

務は民間委託し維持管理費の抑制に努めています。 

業務委託拡大の可能性については現在、調査、研究中で今後の検討課題とし

ます。 

職員給与費に関する事項 令和７年の職員数及び給与費と同水準で推移するとして算出しています。 

動力費に関する事項 令和６年度決算値×物価上昇見込率（2.0％） 

薬品費に関する事項 令和６年度決算値×物価上昇見込率（2.0％） 

修繕料に関する事項 過去数年の修繕費及び施設の老朽化を踏まえ必要額を推移 

委託費に関する事項 令和６年度決算値×物価上昇見込率（2.0％） 

 

 

Ⅲ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 

‘①今後の投資についての検討状況等 

＜広域化、共同化、最適化に関する事項＞ 
広域化、共同化、最適化に

関する事項 

 

広域化、最適化については地理的条件等により実施が困難なため予定はあ

りませんが、維持管理や災害時執行体制の共同化について近隣市町と検討

を進めます。 

投資の平準化に関する事

項 
財政収支見通し、ストックマネジメント計画に基づいて、計画的で効率的な

施設更新のための投資を行います。 

民間活力の活用に関する

事項 

PPP/PFI 方式など民間活力の活用について、導入事例などの調査・研究を

行っていきます。 

 

‘②今後の財源についての検討状況 
使用料の見直しに関する

事項 

安定的に事業を継続するためにも、少なくとも５年ごとに使用料改定の必

要性に関する検証を行い、結果に応じて改定を行う場合があります。 

資産活用による収入増加

の取組について 

現在、資産活用による収入増加の取組は特に行ってはいませんが、今後の検

討課題とします。 

 

'③投資以外の経費についての検討状況 
民間活力の活用に関する

事項（包括的民間委託等

の民間委託、指定管理者

制度、ＰＰＰ/ＰＦＩな

ど） 

これまでも処理場の運転管理業務や汚泥運搬業務を民間委託し維持管理費

の抑制を図ってきました。 

今後も更なる民間活力の活用について、導入可能性調査の実施も含め検討

していきます。 

職員給与費に関する事項 効率的な業務の遂行に向け、組織構成や職員定数の適正化に努めてきまし

た。今後も更に適切に運営が行えるよう、町の定員管理や給与制度に基づ

きながら、業務体制や給与の適正化を図ります。 

動力費に関する事項 設備の更新の際には能力の再検討などを行い、より効率的・経済的な設備に

更新することにより動力費の軽減に努めます。 

薬品費に関する事項 近年、物価が高騰しているため物価上昇率を加味した予算を確保するとと

もに、必要量を的確に把握し無駄を省いた購入に努めます。 

修繕費に関する事項 ストックマネジメント計画による設備の更新後は修繕料の削減が見込めま

す。 

また常日頃の点検整備等により故障の発生を抑え、修繕料の削減に努めま

す。 

委託費に関する事項 委託業務については、その業務内容を精査し費用削減に努めます。 
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（６）経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

  
進捗管理（モニタリング）や見直し（ローリング）等の経営戦略の事後検証、改訂等に関

する考え方について示します。 

 

  経営戦略は、概ね 10 年間の施策を示したものですが、適正評価・検証を行い、計画と実

績に大きな乖離が生じた場合、計画の前提となる経営・財政が大幅に変更となった場合、社

会情勢などに大きな変化があった場合などには、ＰＤＣＡサイクルを活用し、必要に応じて

計画の適時見直しを行い、より実効効果の高い施策展開となるよう努めます。 

 

    下水道経営戦略のおけるＰＤＡサイクル 

 

 

 
 

 

※ＰＤＣＡサイクルは「Ｐ（ＰＬＡＮ）」の計画から始めるのが通常ですが、社会情勢の変化などに

早急に対応する必要がある場合などは、「Ｄ（ＤＯ）」の実施から始めるなど臨機応変な対応に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 
・経営戦略に基づく単年度実施 

計画の策定 

・課題の抽出、目的の策定 

 ＰＬＡＮ 

 

実施 
・単年度実施計画に基づく

事業の実施 

・進捗状況の管理 
ＤＯ 

        

 

検証 
      ・進捗状況の確認と評価 

     ・目標達成状況の確認、検証 
・新たなニーズの把握 

  

ＣＨＥＣＫ 

 

 

見直し・改善 
・評価結果に基づく見直し 

・次年度の実施計画への反映 

ＡＣＴＩＯＮ 
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（７）経費回収率の向上に向けたロードマップ 
  

国土交通省事務連絡「社会資本整備総合交付要綱の改定について」（令和２年３月３１日）及

び「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和２年７月２１日）

に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。 

 

〇経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 
 

◆収入増加のための取組 

 ◇使用料の在り方の検討・改定 

  将来的な見通しを勘案したうえで、安定的な使用料収入を確保していくため、５年ごと

に適正な使用料の在り方について検証します。 

 ◇下水道につなぎ込みをしていない方に対し、早期のつなぎ込みを促し使用料増収に努め

ます。 

  大口利用者のつなぎ込みは使用料増収に大きく繋がるため、つなぎ込みをしていない施

設に対して特に注力し啓発活動を行います。 

 

◆支出削減のための取組 

 ◇ストックマネジメント計画による経済的・効率的な下水道施設管理 

  ストックマネジメント計画を策定し、処理場設備の老朽化対策として経済的・効率的な

更新等を行います。 

省エネ・耐久性にすぐれた設備に更新をすることにより、動力費の削減やライフサイク

ルコスト、修繕費用の低減を図ります。 

５年ごとに進捗状況等を検証し、必要に応じ計画の見直しを行います。 

 ◇民間活力の活用 

  維持管理コストの削減を図るべく、官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）の活用の導入の可能性

について検討します。 

 ◇共同化について 

維持管理や災害時執行体制の共同化について近隣市町と検討を進めます。 
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◆収支構造の改善の要否等 

  情勢の変化を的確に反映し収支構造の適正化を図るため、年度毎に「原価計算表」の収

支実績などを基に下記内容について検証を行います。また少なくとも 5 年に１度の頻度で

計画を検証し必要な場合は実情に合った更新を行うことにより実効性の高い施策展開と

なるよう努めます。 

 

◇検証・見直しの内容 

▫収支実績及び取組効果の確認 

▫収支見通しとの乖離の確認及びその原因の分析 

▫今後の取組について 

 

〇使用料単価・汚水処理原価及び経費回収率の予測 

 

 
 

〇使用料単価・汚水処理原価及び経費回収率の予測（グラフ版） 

 

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

使用料単価・汚水処理原価

使用料単価（円/㎥） 汚水処理原価（円/㎥） 経費回収率(%)

(円/㎥) (％)

１７ 



 

 

 

１９ 

１８ 



 

 

 

 

 

１９ 



 

 

 

２０ 



 

 

 

２１ 


